
公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票①：導入状況）

a c d e f g i

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4

25滋賀県 116 71 91 46 県民交流センター ○ (株)ビューテック ○ ○ H 21 1 20 H 21 4 1 ○ ○

25滋賀県 びわ湖ホール ○ (公財)びわ湖ホール ○ ○ H 22 12 22 H 23 4 1 ○ ○

25滋賀県 文化産業交流会館 ○ (公財)滋賀県文化振興事業団 ○ ○ H 22 12 22 H 23 4 1 ○ ○

25滋賀県 しが県民芸術創造館 ○ (公財)滋賀県文化振興事業団 ○ ○ H 22 12 22 H 23 4 1 ○ ○

25滋賀県 希望が丘文化公園 ○ (公財)滋賀県文化振興事業団 ○ ○ H 21 1 16 H 21 4 1 ○ ○

25滋賀県 希望が丘野外活動センター ○ (公財)滋賀県文化振興事業団 ○ ○ H 21 1 16 H 21 4 1 ○ ○

25滋賀県 青少年宿泊研修所 ○ (公財)滋賀県文化振興事業団 ○ ○ H 21 1 16 H 21 4 1 ○ ○

25滋賀県 湖南中部流域下水道 ○ (財)滋賀県下水道公社 ○ ○ H 23 1 7 H 23 4 1 ○ ○

25滋賀県 東北部流域下水道 ○ (財)滋賀県下水道公社 ○ ○ H 23 1 7 H 23 4 1 ○ ○

25滋賀県 矢橋帰帆島公園、苗鹿公園（流域下水道の一部） ○ ひかりグループ ○ ○ H 23 1 7 H 23 4 1 ○ ○

25滋賀県 近江富士花緑公園 ○ 近江鉄道ゆうグループ ○ ○ H 21 1 20 H 21 4 1 ○ ○

25滋賀県 朽木いきものふれあいの里センター ○ (有)ｸﾞﾘｰﾝｳｫｰｶｰｸﾗﾌﾞ・ﾈｲﾁｬｰｶﾞｲﾄﾞ研究所 ○ ○ H 20 1 9 H 20 4 1 ○ ○

25滋賀県 長寿社会福祉センター（福祉用具センター） ○ (社福)滋賀県社会福祉協議会 ○ ○ H 23 1 6 H 23 4 1 ○ ○

25滋賀県 長寿社会福祉センター ○ (社福)滋賀県社会福祉協議会 ○ ○ H 23 1 5 H 23 4 1 ○ ○

25滋賀県 きぬがさ荘 ○ (社福)滋賀県社会福祉事業団 ○ ○ H 23 1 5 H 23 4 1 ○ ○

25滋賀県 むれやま荘 ○ (社福)滋賀県社会福祉事業団 ○ ○ H 23 1 12 H 23 4 1 ○ ○

25滋賀県 視覚障害者センター ○ (社福)滋賀県視覚障害者福祉協会 ○ ○ H 23 1 12 H 23 4 1 ○ ○

25滋賀県 障害者福祉センター ○ (公財)滋賀県身体障害者福祉協会 ○ ○ H 23 1 12 H 23 4 1 ○ ○

25滋賀県 聴覚障害者センター ○ (社福)滋賀県聴覚障害者福祉協会 ○ ○ H 23 1 12 H 23 4 1 ○ ○

25滋賀県 信楽学園 ○ (社福)滋賀県社会福祉事業団 ○ ○ H 23 1 12 H 23 4 1 ○ ○

25滋賀県 びわ湖こどもの国 ○ (社福)友愛 ○ ○ H 23 1 5 H 23 4 1 ○ ○

25滋賀県 草津ＳＯＨＯビジネスオフィス ○ (公財)滋賀県産業支援プラザ ○ ○ H 24 1 25 H 24 4 1 ○ ○

25滋賀県 テクノファクトリー ○ (公財)滋賀県産業支援プラザ ○ ○ H 24 1 17 H 24 4 1 ○ ○

25滋賀県 陶芸の森 ○ (公財)滋賀県陶芸の森 ○ ○ H 22 12 22 H 23 4 1 ○ ○

25滋賀県 奥びわスポーツの森 ○ NPO法人P.P.P.滋賀・ﾏｰﾒｲﾄﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ ○ ○ H 23 1 21 H 23 4 1 ○ ○

25滋賀県 びわこ文化公園 ○ 近江鉄道ゆうグループ ○ ○ H 21 2 4 H 21 4 1 ○ ○

25滋賀県 春日山公園 ○ 近江鉄道ゆうグループ ○ ○ H 21 2 4 H 21 4 1 ○ ○

25滋賀県 尾花川公園 ○ 近江鉄道ゆうグループ ○ ○ H 21 2 4 H 21 4 1 ○ ○

25滋賀県 湖岸緑地 ○ 近江鉄道ゆうグループ ○ ○ H 21 2 4 H 21 4 1 ○ ○

25滋賀県 県営住宅（１） ○ 日本管財(株) ○ ○ H 23 12 27 H 24 4 1 ○ ○

25滋賀県 県営住宅（２） ○ 日本管財(株) ○ ○ H 23 12 27 H 24 4 1 ○ ○

25滋賀県 県営住宅（３） ○ 日本管財(株) ○ ○ H 23 12 27 H 24 4 1 ○ ○

25滋賀県 県営住宅（４） ○ 日本管財(株) ○ ○ H 23 12 27 H 24 4 1 ○ ○

25滋賀県 県営住宅（５） ○ 日本管財(株) ○ ○ H 23 12 27 H 24 4 1 ○ ○

25滋賀県 県営住宅（６） ○ 日本管財(株) ○ ○ H 23 12 27 H 24 4 1 ○ ○

25滋賀県 県営住宅（７） ○ 日本管財(株) ○ ○ H 23 12 27 H 24 4 1 ○ ○

25滋賀県 県営住宅（８） ○ 日本管財(株) ○ ○ H 23 12 27 H 24 4 1 ○ ○

25滋賀県 県営住宅（９） ○ 日本管財(株) ○ ○ H 23 12 27 H 24 4 1 ○ ○

25滋賀県 県営住宅（１０） ○ 日本管財(株) ○ ○ H 23 12 27 H 24 4 1 ○ ○

25滋賀県 県営住宅（１１） ○ 日本管財(株) ○ ○ H 23 12 27 H 24 4 1 ○ ○

25滋賀県 県営住宅（１２） ○ 日本管財(株) ○ ○ H 23 12 27 H 24 4 1 ○ ○

25滋賀県 県営住宅（１３） ○ 日本管財(株) ○ ○ H 23 12 27 H 24 4 1 ○ ○

25滋賀県 県営住宅（１４） ○ 日本管財(株) ○ ○ H 23 12 27 H 24 4 1 ○ ○

25滋賀県 県営住宅（１５） ○ 日本管財(株) ○ ○ H 23 12 27 H 24 4 1 ○ ○

25滋賀県 県営住宅（１６） ○ 日本管財(株) ○ ○ H 23 12 27 H 24 4 1 ○ ○

25滋賀県 県営住宅（１７） ○ 日本管財(株) ○ ○ H 23 12 27 H 24 4 1 ○ ○

25滋賀県 県営住宅（１８） ○ 日本管財(株) ○ ○ H 23 12 27 H 24 4 1 ○ ○

25滋賀県 県営住宅（１９） ○ 日本管財(株) ○ ○ H 23 12 27 H 24 4 1 ○ ○

25滋賀県 県営住宅（２０） ○ 日本管財(株) ○ ○ H 23 12 27 H 24 4 1 ○ ○

25滋賀県 県営住宅（２１） ○ 日本管財(株) ○ ○ H 23 12 27 H 24 4 1 ○ ○

25滋賀県 県営住宅（２２） ○ 日本管財(株) ○ ○ H 23 12 27 H 24 4 1 ○ ○

25滋賀県 県営住宅（２３） ○ 日本管財(株) ○ ○ H 23 12 27 H 24 4 1 ○ ○

25滋賀県 県営住宅（２４） ○ 日本管財(株) ○ ○ H 23 12 27 H 24 4 1 ○ ○

25滋賀県 県営住宅（２５） ○ 日本管財(株) ○ ○ H 23 12 27 H 24 4 1 ○ ○

25滋賀県 県営住宅（２６） ○ 日本管財(株) ○ ○ H 23 12 27 H 24 4 1 ○ ○

25滋賀県 県営住宅（２７） ○ 日本管財(株) ○ ○ H 23 12 27 H 24 4 1 ○ ○

25滋賀県 県営住宅（２８） ○ 日本管財(株) ○ ○ H 23 12 27 H 24 4 1 ○ ○

25滋賀県 県営住宅（２９） ○ 日本管財(株) ○ ○ H 23 12 27 H 24 4 1 ○ ○

25滋賀県 県営住宅（３０） ○ 日本管財(株) ○ ○ H 23 12 27 H 24 4 1 ○ ○

指定日 管理開始日

h l oj

指定期間の変更

　１　前回の指定期間
　　　よりも短い
　２　前回の指定期間
　　　と同じ
　３　前回の指定期間
　　　よりも長い
　４　今回が１回目の
　　　指定

指定管理者
制度導入施
設数

指定管理者
制度導入施
設数

（公営住宅
除く）

選定手続

　１　公募により候補者を募集、
　　　職員以外を中心とした合議体
　　　により選定
　２　公募により候補者を募集、
　　　職員を中心とした合議体に
　　　より選定
　３　公募により候補者を募集
　　　（１・２以外）
　４　従前の管理受託者・指定管
　　　理者を公募の方法によること
　　　なく選定
　５　１～４以外の方法により選定

k

指定管理者名

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

指定期間

　１　１年
　２　２年
　３　３年
　４　４年
　５　５年
　６　６年
　７　７年
　８　８年
　９　９年
　１０　１０年以上

m n

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

都道府県名

公の施設数 公の施設数

（公営住宅
除く）

施設数

施設名

指定管理者制度導入施設の状況
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（

a c d e f g

25滋賀県 116 71 91 46 県民交流センター

25滋賀県 びわ湖ホール

25滋賀県 文化産業交流会館

25滋賀県 しが県民芸術創造館

25滋賀県 希望が丘文化公園

25滋賀県 希望が丘野外活動センター

25滋賀県 青少年宿泊研修所

25滋賀県 湖南中部流域下水道

25滋賀県 東北部流域下水道

25滋賀県 矢橋帰帆島公園、苗鹿公園（流域下水道の一部）

25滋賀県 近江富士花緑公園

25滋賀県 朽木いきものふれあいの里センター

25滋賀県 長寿社会福祉センター（福祉用具センター）

25滋賀県 長寿社会福祉センター

25滋賀県 きぬがさ荘

25滋賀県 むれやま荘

25滋賀県 視覚障害者センター

25滋賀県 障害者福祉センター

25滋賀県 聴覚障害者センター

25滋賀県 信楽学園

25滋賀県 びわ湖こどもの国

25滋賀県 草津ＳＯＨＯビジネスオフィス

25滋賀県 テクノファクトリー

25滋賀県 陶芸の森

25滋賀県 奥びわスポーツの森

25滋賀県 びわこ文化公園

25滋賀県 春日山公園

25滋賀県 尾花川公園

25滋賀県 湖岸緑地

25滋賀県 県営住宅（１）

25滋賀県 県営住宅（２）

25滋賀県 県営住宅（３）

25滋賀県 県営住宅（４）

25滋賀県 県営住宅（５）

25滋賀県 県営住宅（６）

25滋賀県 県営住宅（７）

25滋賀県 県営住宅（８）

25滋賀県 県営住宅（９）

25滋賀県 県営住宅（１０）

25滋賀県 県営住宅（１１）

25滋賀県 県営住宅（１２）

25滋賀県 県営住宅（１３）

25滋賀県 県営住宅（１４）

25滋賀県 県営住宅（１５）

25滋賀県 県営住宅（１６）

25滋賀県 県営住宅（１７）

25滋賀県 県営住宅（１８）

25滋賀県 県営住宅（１９）

25滋賀県 県営住宅（２０）

25滋賀県 県営住宅（２１）

25滋賀県 県営住宅（２２）

25滋賀県 県営住宅（２３）

25滋賀県 県営住宅（２４）

25滋賀県 県営住宅（２５）

25滋賀県 県営住宅（２６）

25滋賀県 県営住宅（２７）

25滋賀県 県営住宅（２８）

25滋賀県 県営住宅（２９）

25滋賀県 県営住宅（３０）

指定管理者
制度導入施
設数

指定管理者
制度導入施
設数

（公営住宅
除く）

都道府県名

公の施設数 公の施設数

（公営住宅
除く）

施設数

施設名
　｢5 その他｣の内容を簡潔に記入

ｔ x

1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

q rp

評価の実施状況

　１　実施している
　２　実施していない

利用料金制の採用状
況

　１　利用料金制を
　　　採用している
　　　（一部利用料
　　　　金制も含む）
　２　利用料金制を
　　　採用していない

v

管理の範囲

　１　当該施設を
　　　包括的に管理
　　　している
　２　当該施設の
　　　一部を管理
　　　している

※｢ｗ欄　評価の実施
状況｣で｢１　実施して
いる｣を選択した場合
に記入

評価への外部有識者
等の視点の導入状況

　１　導入している
　２　導入していない

評価

u

公表状況

選定手続の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

選定基準の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

yｓ

※「ｒ欄　選定基準の事前公
表」で「１　事前公表している」
を選択した場合に記入
※複数回答可

選定基準の内容

　１　施設の平等な利用
　　　の確保に関すること
　２　施設のサービス向上
　　　に関すること
　３　施設の管理経費の節
　　　減に関すること
　４　団体の業務遂行能力
　　　に関すること
　５　その他

選定理由の公表状況

　１　公表している
　２　公表していない

施設の種別に応じた
必要な体制に関する
事項

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

w
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（

a c d e f g

25滋賀県 116 71 91 46 県民交流センター

25滋賀県 びわ湖ホール

25滋賀県 文化産業交流会館

25滋賀県 しが県民芸術創造館

25滋賀県 希望が丘文化公園

25滋賀県 希望が丘野外活動センター

25滋賀県 青少年宿泊研修所

25滋賀県 湖南中部流域下水道

25滋賀県 東北部流域下水道

25滋賀県 矢橋帰帆島公園、苗鹿公園（流域下水道の一部）

25滋賀県 近江富士花緑公園

25滋賀県 朽木いきものふれあいの里センター

25滋賀県 長寿社会福祉センター（福祉用具センター）

25滋賀県 長寿社会福祉センター

25滋賀県 きぬがさ荘

25滋賀県 むれやま荘

25滋賀県 視覚障害者センター

25滋賀県 障害者福祉センター

25滋賀県 聴覚障害者センター

25滋賀県 信楽学園

25滋賀県 びわ湖こどもの国

25滋賀県 草津ＳＯＨＯビジネスオフィス

25滋賀県 テクノファクトリー

25滋賀県 陶芸の森

25滋賀県 奥びわスポーツの森

25滋賀県 びわこ文化公園

25滋賀県 春日山公園

25滋賀県 尾花川公園

25滋賀県 湖岸緑地

25滋賀県 県営住宅（１）

25滋賀県 県営住宅（２）

25滋賀県 県営住宅（３）

25滋賀県 県営住宅（４）

25滋賀県 県営住宅（５）

25滋賀県 県営住宅（６）

25滋賀県 県営住宅（７）

25滋賀県 県営住宅（８）

25滋賀県 県営住宅（９）

25滋賀県 県営住宅（１０）

25滋賀県 県営住宅（１１）

25滋賀県 県営住宅（１２）

25滋賀県 県営住宅（１３）

25滋賀県 県営住宅（１４）

25滋賀県 県営住宅（１５）

25滋賀県 県営住宅（１６）

25滋賀県 県営住宅（１７）

25滋賀県 県営住宅（１８）

25滋賀県 県営住宅（１９）

25滋賀県 県営住宅（２０）

25滋賀県 県営住宅（２１）

25滋賀県 県営住宅（２２）

25滋賀県 県営住宅（２３）

25滋賀県 県営住宅（２４）

25滋賀県 県営住宅（２５）

25滋賀県 県営住宅（２６）

25滋賀県 県営住宅（２７）

25滋賀県 県営住宅（２８）

25滋賀県 県営住宅（２９）

25滋賀県 県営住宅（３０）

指定管理者
制度導入施
設数

指定管理者
制度導入施
設数

（公営住宅
除く）

都道府県名

公の施設数 公の施設数

（公営住宅
除く）

施設数

施設名

※「aa欄　労働法令の遵守や雇
用・労働条件への配慮規定で「1」
～「3」　を選択した場合で、「労働
法令を遵守すること」以外の提示・
記載がある場合に記入

「労働法令を遵守すること」以外の
具体的な内容を簡潔に記入

ab ag ah

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 障害者雇用 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 障害者雇用 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 障害者雇用 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 障害者雇用 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 障害者雇用 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 障害者雇用 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 障害者の雇用について ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 障害者雇用率達成の努力義務 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 障害者雇用率の達成 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 障害者雇用率の達成 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 障害者の雇用促進 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 障害者の雇用促進 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 障害者の雇用促進 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 障害者の雇用促進 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 障害者の雇用促進 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 障害者雇用 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 障害者雇用 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 障害者雇用 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 障害者雇用 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 障害者雇用 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 障害者雇用 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 障害者雇用 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 障害者雇用 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 障害者雇用 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 障害者雇用 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 障害者雇用 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 障害者雇用 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 障害者雇用 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 障害者雇用 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 障害者雇用 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 障害者雇用 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 障害者雇用 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 障害者雇用 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 障害者雇用 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 障害者雇用 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 障害者雇用 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 障害者雇用 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 障害者雇用 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 障害者雇用 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 障害者雇用 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 障害者雇用 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 障害者雇用 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 障害者雇用 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 障害者雇用 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 障害者雇用 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 障害者雇用 ○ ○ ○ ○

※｢ae欄　従前の
管理状況｣で｢２
旧管理委託制度に
よる管理｣を選択し
た場合に記入

従前の管理受託
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

指定の回数

　１　１回
　２　２回
　３　３回
　４　４回
　５　５回以上

従前の管理状況

　１　指定管理者
　２　旧管理委託
　　　制度による管理
　３　直営
　４　施設の新設

aczの３

協定等

aa

債務負担行為の設定

　１　設定している
　２　設定していない

zの４ aezの５

労働法令の遵守や雇
用・労働条件への配
慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

損害賠償責任の履行の確保・リスク管理に関する事項

利用者への損害賠償
について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

施設の修繕について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

債務負担

af

※「ae欄　従前の
管理状況｣で｢１ 指
定管理者｣を選択
した場合に記入

従前の指定管理
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

地方公共団体への損
害賠償について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

ad

従前の管理状況

個人情報保護への配
慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

備品について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

緊急時の対応につい
て

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの２zの１
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票①：導入状況）

a c d e f g i

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4

指定日 管理開始日

h l oj

指定期間の変更

　１　前回の指定期間
　　　よりも短い
　２　前回の指定期間
　　　と同じ
　３　前回の指定期間
　　　よりも長い
　４　今回が１回目の
　　　指定

指定管理者
制度導入施
設数

指定管理者
制度導入施
設数

（公営住宅
除く）

選定手続

　１　公募により候補者を募集、
　　　職員以外を中心とした合議体
　　　により選定
　２　公募により候補者を募集、
　　　職員を中心とした合議体に
　　　より選定
　３　公募により候補者を募集
　　　（１・２以外）
　４　従前の管理受託者・指定管
　　　理者を公募の方法によること
　　　なく選定
　５　１～４以外の方法により選定

k

指定管理者名

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

指定期間

　１　１年
　２　２年
　３　３年
　４　４年
　５　５年
　６　６年
　７　７年
　８　８年
　９　９年
　１０　１０年以上

m n

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

都道府県名

公の施設数 公の施設数

（公営住宅
除く）

施設数

施設名

指定管理者制度導入施設の状況

25滋賀県 県営住宅（３１） ○ 日本管財(株) ○ ○ H 23 12 27 H 24 4 1 ○ ○

25滋賀県 県営住宅（３２） ○ 日本管財(株) ○ ○ H 23 12 27 H 24 4 1 ○ ○

25滋賀県 県営住宅（３３） ○ 日本管財(株) ○ ○ H 23 12 27 H 24 4 1 ○ ○

25滋賀県 県営住宅（３４） ○ 日本管財(株) ○ ○ H 23 12 27 H 24 4 1 ○ ○

25滋賀県 県営住宅（３５） ○ 日本管財(株) ○ ○ H 23 12 27 H 24 4 1 ○ ○

25滋賀県 県営住宅（３６） ○ 日本管財(株) ○ ○ H 23 12 27 H 24 4 1 ○ ○

25滋賀県 県営住宅（３７） ○ 日本管財(株) ○ ○ H 23 12 27 H 24 4 1 ○ ○

25滋賀県 県営住宅（３８） ○ 日本管財(株) ○ ○ H 23 12 27 H 24 4 1 ○ ○

25滋賀県 県営住宅（３９） ○ 日本管財(株) ○ ○ H 23 12 27 H 24 4 1 ○ ○

25滋賀県 県営住宅（４０） ○ 日本管財(株) ○ ○ H 23 12 27 H 24 4 1 ○ ○

25滋賀県 県営住宅（４１） ○ 日本管財(株) ○ ○ H 23 12 27 H 24 4 1 ○ ○

25滋賀県 県営住宅（４２） ○ 日本管財(株) ○ ○ H 23 12 27 H 24 4 1 ○ ○

25滋賀県 県営住宅（４３） ○ 日本管財(株) ○ ○ H 23 12 27 H 24 4 1 ○ ○

25滋賀県 県営住宅（４４） ○ 日本管財(株) ○ ○ H 23 12 27 H 24 4 1 ○ ○

25滋賀県 県営住宅（４５） ○ 日本管財(株) ○ ○ H 23 12 27 H 24 4 1 ○ ○

25滋賀県 大津港公共港湾施設（マリーナ施設） ○ (株)関西メンテナンス滋賀 ○ ○ H 21 1 16 H 21 4 1 ○ ○

25滋賀県 大津港公共港湾施設（マリーナ施設以外） ○ 琵琶湖汽船(株) ○ ○ H 21 1 16 H 21 4 1 ○ ○

25滋賀県 長浜ドーム宿泊研修館 ○ (財)滋賀県青年会館 ○ ○ H 22 12 22 H 23 4 1 ○ ○

25滋賀県 彦根総合運動場 ○ (公財)滋賀県体育協会 ○ ○ H 21 1 16 H 21 4 1 ○ ○

25滋賀県 長浜ドーム ○ (公財)滋賀県体育協会 ○ ○ H 21 1 16 H 21 4 1 ○ ○

25滋賀県 県立体育館 ○ 滋賀県体育協会グループ ○ ○ H 21 1 16 H 21 4 1 ○ ○

25滋賀県 武道館 ○ 滋賀県体育協会グループ ○ ○ H 21 1 16 H 21 4 1 ○ ○

25滋賀県 栗東体育館 ○ (公財)滋賀県体育協会 ○ ○ H 24 3 23 H 24 4 1 ○ ○

25滋賀県 スポーツ会館 ○ (公財)滋賀県体育協会・日本管財(株)グループ ○ ○ H 22 12 27 H 23 4 1 ○ ○

25滋賀県 アイスアリーナ ○ SLグループ ○ ○ H 22 12 27 H 23 4 1 ○ ○

25滋賀県 琵琶湖漕艇場 ○ (公財)滋賀県体育協会・瀬田漁業協同組合コンソーシアム ○ ○ H 22 12 27 H 23 4 1 ○ ○

25滋賀県 柳が崎ヨットハーバー ○ SSグループ ○ ○ H 23 3 25 H 23 4 1 ○ ○

25滋賀県 伊吹運動場 ○ (財)伊吹山麓青少年育成事業団 ○ ○ H 24 3 23 H 24 4 1 ○ ○

25滋賀県 虎御前山教育キャンプ場 ○ 長浜市 ○ ○ H 24 3 23 H 24 4 1 ○ ○

25滋賀県 比良山岳センター ○ 大津北商工会 ○ ○ H 24 3 23 H 24 4 1 ○ ○

25滋賀県 ライフル射撃場 ○ NPO法人滋賀ライフル射撃協会 ○ ○ H 23 3 25 H 23 4 1 ○ ○

25滋賀県 安土城考古博物館 ○ (公財)滋賀県文化財保護協会 ○ ○ H 22 12 22 H 23 4 1 ○ ○

合計 116 71 91 46 91 13 3 57 9 9 48 18 1 8 0 2 14 75 0 0 16 0 4 2 53 0 32 0 0 0 0 0 7 22 17 45
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（

a c d e f g

指定管理者
制度導入施
設数

指定管理者
制度導入施
設数

（公営住宅
除く）

都道府県名

公の施設数 公の施設数

（公営住宅
除く）

施設数

施設名

25滋賀県 県営住宅（３１）

25滋賀県 県営住宅（３２）

25滋賀県 県営住宅（３３）

25滋賀県 県営住宅（３４）

25滋賀県 県営住宅（３５）

25滋賀県 県営住宅（３６）

25滋賀県 県営住宅（３７）

25滋賀県 県営住宅（３８）

25滋賀県 県営住宅（３９）

25滋賀県 県営住宅（４０）

25滋賀県 県営住宅（４１）

25滋賀県 県営住宅（４２）

25滋賀県 県営住宅（４３）

25滋賀県 県営住宅（４４）

25滋賀県 県営住宅（４５）

25滋賀県 大津港公共港湾施設（マリーナ施設）

25滋賀県 大津港公共港湾施設（マリーナ施設以外）

25滋賀県 長浜ドーム宿泊研修館

25滋賀県 彦根総合運動場

25滋賀県 長浜ドーム

25滋賀県 県立体育館

25滋賀県 武道館

25滋賀県 栗東体育館

25滋賀県 スポーツ会館

25滋賀県 アイスアリーナ

25滋賀県 琵琶湖漕艇場

25滋賀県 柳が崎ヨットハーバー

25滋賀県 伊吹運動場

25滋賀県 虎御前山教育キャンプ場

25滋賀県 比良山岳センター

25滋賀県 ライフル射撃場

25滋賀県 安土城考古博物館

合計 116 71 91 46 91

　｢5 その他｣の内容を簡潔に記入

ｔ x

1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4

q rp

評価の実施状況

　１　実施している
　２　実施していない

利用料金制の採用状
況

　１　利用料金制を
　　　採用している
　　　（一部利用料
　　　　金制も含む）
　２　利用料金制を
　　　採用していない

v

管理の範囲

　１　当該施設を
　　　包括的に管理
　　　している
　２　当該施設の
　　　一部を管理
　　　している

※｢ｗ欄　評価の実施
状況｣で｢１　実施して
いる｣を選択した場合
に記入

評価への外部有識者
等の視点の導入状況

　１　導入している
　２　導入していない

評価

u

公表状況

選定手続の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

選定基準の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

yｓ

※「ｒ欄　選定基準の事前公
表」で「１　事前公表している」
を選択した場合に記入
※複数回答可

選定基準の内容

　１　施設の平等な利用
　　　の確保に関すること
　２　施設のサービス向上
　　　に関すること
　３　施設の管理経費の節
　　　減に関すること
　４　団体の業務遂行能力
　　　に関すること
　５　その他

選定理由の公表状況

　１　公表している
　２　公表していない

施設の種別に応じた
必要な体制に関する
事項

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

w

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 危機管理、県内での事業展開等 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 危機管理、県内での事業展開等 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 危機管理、県内での事業展開等 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 危機管理、県内での事業展開等 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 危機管理、県内での事業展開等 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 危機管理、県内での事業展開等 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 危機管理、県内での事業展開等 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 危機管理、県内での事業展開等 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 危機管理、県内での事業展開等 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 危機管理、県内での事業展開等 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

37 54 89 2 75 16 74 75 75 75 10 76 15 91 0 91 0 0 91 37 48 3 3
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（

a c d e f g

指定管理者
制度導入施
設数

指定管理者
制度導入施
設数

（公営住宅
除く）

都道府県名

公の施設数 公の施設数

（公営住宅
除く）

施設数

施設名

25滋賀県 県営住宅（３１）

25滋賀県 県営住宅（３２）

25滋賀県 県営住宅（３３）

25滋賀県 県営住宅（３４）

25滋賀県 県営住宅（３５）

25滋賀県 県営住宅（３６）

25滋賀県 県営住宅（３７）

25滋賀県 県営住宅（３８）

25滋賀県 県営住宅（３９）

25滋賀県 県営住宅（４０）

25滋賀県 県営住宅（４１）

25滋賀県 県営住宅（４２）

25滋賀県 県営住宅（４３）

25滋賀県 県営住宅（４４）

25滋賀県 県営住宅（４５）

25滋賀県 大津港公共港湾施設（マリーナ施設）

25滋賀県 大津港公共港湾施設（マリーナ施設以外）

25滋賀県 長浜ドーム宿泊研修館

25滋賀県 彦根総合運動場

25滋賀県 長浜ドーム

25滋賀県 県立体育館

25滋賀県 武道館

25滋賀県 栗東体育館

25滋賀県 スポーツ会館

25滋賀県 アイスアリーナ

25滋賀県 琵琶湖漕艇場

25滋賀県 柳が崎ヨットハーバー

25滋賀県 伊吹運動場

25滋賀県 虎御前山教育キャンプ場

25滋賀県 比良山岳センター

25滋賀県 ライフル射撃場

25滋賀県 安土城考古博物館

合計 116 71 91 46 91

※「aa欄　労働法令の遵守や雇
用・労働条件への配慮規定で「1」
～「3」　を選択した場合で、「労働
法令を遵守すること」以外の提示・
記載がある場合に記入

「労働法令を遵守すること」以外の
具体的な内容を簡潔に記入

ab ag ah

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5

※｢ae欄　従前の
管理状況｣で｢２
旧管理委託制度に
よる管理｣を選択し
た場合に記入

従前の管理受託
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

指定の回数

　１　１回
　２　２回
　３　３回
　４　４回
　５　５回以上

従前の管理状況

　１　指定管理者
　２　旧管理委託
　　　制度による管理
　３　直営
　４　施設の新設

aczの３

協定等

aa

債務負担行為の設定

　１　設定している
　２　設定していない

zの４ aezの５

労働法令の遵守や雇
用・労働条件への配
慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

損害賠償責任の履行の確保・リスク管理に関する事項

利用者への損害賠償
について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

施設の修繕について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

債務負担

af

※「ae欄　従前の
管理状況｣で｢１ 指
定管理者｣を選択
した場合に記入

従前の指定管理
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

地方公共団体への損
害賠償について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

ad

従前の管理状況

個人情報保護への配
慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

備品について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

緊急時の対応につい
て

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの２zの１

○ ○ ○ ○ ○ ○ 障害者雇用 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 障害者雇用 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 障害者雇用 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 障害者雇用 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 障害者雇用 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 障害者雇用 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 障害者雇用 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 障害者雇用 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 障害者雇用 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 障害者雇用 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 障害者雇用 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 障害者雇用 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 障害者雇用 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 障害者雇用 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 障害者雇用 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○
障害者雇用促進法規定の雇用率
が達成できるよう努力すること

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○
障害者雇用促進法規定の雇用率
が達成できるよう努力すること

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 障害者雇用 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 障碍者の雇用 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 障碍者の雇用 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 障碍者の雇用 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 障碍者の雇用 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 障碍者の雇用 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 障碍者の雇用 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 障碍者の雇用 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 障碍者の雇用 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 障碍者の雇用 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 障碍者の雇用 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 障碍者の雇用 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 障碍者の雇用 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 障碍者の雇用 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

73 0 2 16 87 0 3 1 44 45 2 0 89 0 2 0 88 1 2 0 89 0 2 0 91 0 0 0 86 5 46 45 0 0 45 38 4 4 0 36 0

6 / 6 


